
 

所得税法等の一部を改正する法律案要綱 

 

支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼

できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、扶養控除の見

直し、たばこ税の税率の引上げ、寄附金控除の適用下限額の引下げ、揮発油税等及び

自動車重量税に係る10年間の暫定税率の廃止、特殊支配同族会社の役員給与の損金不

算入制度の廃止、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所

得税法等の一部を改正することとする。 

 

一 所得税法の一部改正（第１条関係） 

 １ 扶養控除の見直し 

  ⑴ 年少扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいう。）に対する扶養

控除を廃止することとする。（所得税法第２条、第84条関係） 

  ⑵ 特定扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。）のう

ち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分（25万円）を廃

止し、扶養控除の額を38万円とすることとする。（所得税法第２条、第84条関

係） 

  （注）上記⑴及び⑵の改正は、平成23年分以後の所得税について適用する。（附

則第５条関係） 

  ⑶ 扶養控除の見直しに伴い、次の措置を講ずることとする。 

   ① 居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合にお

いて、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居

特別障害者に対する障害者控除の額を75万円（現行40万円）に引き上げる。

（所得税法第79条関係） 

   （注）上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用する。（附則第５

条関係） 

   ② 給与所得者の扶養控除等申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告

書の記載事項並びに給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算規定等

の整備を行う。（所得税法第185条～第187条、第190条、第194条、第195条、

第203条の３、第203条の５、別表第２～別表第４関係） 

   （注）上記の改正は、平成23年１月１日以後に支払うべき給与等又は公的年金

等について適用する。（附則第７条、第８条関係） 
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 ２ オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰

するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ

協会その他これらの法人に加盟している一定の団体から交付される一定の金品に

ついては、所得税を課さないこととする。（所得税法第９条関係） 

 ３ 生命保険料控除を改組し、次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限

度額を 12 万円とすることとする。（所得税法第 76 条関係） 

  ⑴ 平成 24 年１月１日以後に締結した保険契約等に係る控除 

   ① 平成 24 年１月１日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保

険契約等（以下「新契約」という。）のうち介護医療保険契約等に係る支払

保険料等（介護医療保険料）について、介護医療保険料控除（適用限度額４

万円）を設ける。 

   ② 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、

それぞれ４万円とする。 

   ③ 上記①及び②の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとする。 

年間の支払保険料等 控 除 額 

20,000 円以下 支払保険料等の全額 

20,000 円超 40,000 円以下 支払保険料等×１/２＋10,000 円 

40,000 円超 80,000 円以下 支払保険料等×１/４＋20,000 円 

80,000 円超 一律 40,000 円 

   ④ 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に

係る支払保険料等を各保険料控除に適用する。 

  ⑵ 平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等に係る控除 

平成 23 年 12 月 31 日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保

険契約等（以下「旧契約」という。）に係る一般生命保険料控除及び個人年金

保険料控除の控除額の計算は次のとおりとし、これらの控除の適用限度額は、

それぞれ５万円とする。 

年間の支払保険料等 控 除 額 

25,000 円以下 支払保険料等の全額 

25,000 円超 50,000 円以下 支払保険料等×１/２＋12,500 円 

50,000 円超 100,000 円以下 支払保険料等×１/４＋25,000 円 

100,000 円超 一律 50,000 円 
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  ⑶ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計

算 

新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除

の適用を受ける場合には、上記⑴②及び⑵にかかわらず、一般生命保険料控除

又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額（適用

限度額４万円）とする。 

   ① 新契約の支払保険料等につき、上記⑴③の計算式により計算した金額 

   ② 旧契約の支払保険料等につき、上記⑵の計算式により計算した金額 

  ⑷ その他所要の措置を講ずる。 

 （注）上記の改正は、平成 24 年分以後の所得税について適用する。（附則第４条関

係） 

 ４ 寄附金控除の適用下限額を２千円（現行５千円）に引き下げることとする。

（所得税法第78条関係） 

 ５ 先物取引に関する支払調書制度等の対象となる取引に、次に掲げる取引を追加

することとする。（所得税法第224条の５関係） 

  ⑴ 商品先物取引法の次に掲げる取引 

   ① 先物取引のうち商品スワップ取引等（同法第２条第３項第５号から第７号

までに掲げる取引） 

   ② 店頭商品デリバティブ取引 

   ③ 外国商品市場取引 

  （注）上記の改正は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律

の一部を改正する法律の施行の日以後に行われる差金等決済について適用す

る。（附則第９条関係） 

  ⑵ 金融商品取引法の次に掲げる取引 

   ① 市場デリバティブ取引のうちスワップ取引等（同法第２条第21項第４号か

ら第６号までに掲げる取引） 

   ② 外国市場デリバティブ取引 

  （注）上記の改正は、平成23年１月１日以後に行われる差金等決済について適用

する。（附則第９条関係） 

 ６ 信託の受託者等がその信託の受益者等に対して交付するオープン型の証券投資

信託の収益の分配の支払通知書及び配当等とみなす金額に関する支払通知書の交

付期限を、その配当等の支払の確定した日から45日以内（現行１月以内）とする
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こととする。（所得税法第225条関係） 

 （注）上記の改正は、支払の確定した日が平成22年４月１日以後である収益の分配

又は配当等とみなされるものについて適用する。（附則第９条関係） 

 ７ 保険法の制定を踏まえ、生命保険契約及び損害保険契約の範囲について明確化

等を図ることとする。（所得税法第９条、第161条、第174条、第225条関係） 

 ８ 適格現物分配に係る配当等については、配当所得に含めないこととする。（所

得税法第 24 条関係） 

 ９ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年（源泉所得税に係るものは３

年））に、罰金刑の上限（定額部分）を1,000万円（現行500万円）にそれぞ

れ引き上げる。また、源泉所得税不納付犯に係る罰金刑の上限（定額部分）

を200万円（現行100万円）に、源泉所得税不納付犯を除く源泉所得税の脱税

犯に係る罰金刑の上限（定額部分）を100万円（現行50万円）にそれぞれ引

き上げる。（所得税法第238条～第240条関係） 

   ② 脱税犯の対象に、非居住者の給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告

に係るものを加える。（所得税法第238条関係） 

   ③ 源泉所得税の納税者の代理人等（行為者）が、納税者の業務等に関して脱

税に係る違反行為をした場合における納税者の業務主（法人又は業務主たる

個人）としての罪の公訴時効期間は、代理人等（行為者）に係る罪の公訴時

効期間によるものとする。（所得税法第243条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 

秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（所得税

法第241条、第242条関係） 

  ⑶ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた

者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を

行う。（旧所得税法第243条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 10 その他所要の規定の整備を行うこととする。 
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二 法人税法の一部改正（第２条関係） 

 １ 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制について、次のとおり見直しを

行うこととする。 

  ⑴ 完全支配関係がある法人の間の資産の譲渡取引等 

   ① 連結法人間取引の損益の調整制度について、内国法人が譲渡損益調整資産

を当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合に

は、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額

を、所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する制度に改組する。

（法人税法第61条の13、旧法人税法第81条の10関係） 

   （注）上記の改正は、法人が平成22年10月１日以後に行う譲渡損益調整資産の

譲渡について適用する。（附則第22条、第27条関係） 

   ② 適格事後設立制度を廃止する。（法人税法第２条、旧法人税法第62条の５

関係） 

   （注）平成22年10月１日前に事後設立が行われた場合については、なお従前の

例による。（附則第10条関係） 

   ③ 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価制

度について、株式交換等の直前に株式交換完全子法人等と株式交換完全親法

人等との間に完全支配関係がある場合のその株式交換等を適用対象から除外

する。（法人税法第62条の９関係） 

   （注）上記の改正は、平成22年10月１日以後に株式交換等が行われる場合につ

いて適用する。（附則第10条関係） 

  ⑵ 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して

支出した寄附金についてその全額を損金不算入とするとともに、当該他の内国

法人が受けた受贈益についてその全額を益金不算入とする。（法人税法第25条

の２、第37条、第81条の６関係） 

  （注）上記の改正は、法人が平成22年10月１日以後に支出する寄附金の額及び同

日以後に受ける受贈益の額について適用する。（附則第16条、第18条、第25

条関係） 

  ⑶ 完全支配関係がある法人の間の資本関連取引 

   ① 内国法人が行う現物分配（法人がその株主等に剰余金の配当等の事由によ

り金銭以外の資産の交付をすることをいう。）のうち、その現物分配により

資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に
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完全支配関係がある内国法人のみであるものを適格現物分配とし、適格現物

分配による資産の移転を当該適格現物分配の直前の帳簿価額による譲渡とす

るほか、適格現物分配について他の適格組織再編成に準じた措置を講ずる。

（法人税法第２条、第62条の５等関係） 

   （注）上記の改正は、平成22年10月１日以後に現物分配（残余財産の分配にあ

っては、同日以後の解散によるものに限る。）が行われる場合について適

用する。（附則第10条関係） 

   ② 完全子法人株式等につき受ける配当等の額については、負債の利子を控除

せず、その全額を益金不算入とする。（法人税法第23条、第81条の４関係） 

   ③ 内国法人が、その有する株式を発行した他の内国法人で当該内国法人との

間に完全支配関係があるものからみなし配当の額が生ずる基因となる事由に

より金銭その他の資産の交付を受けた場合等には、当該事由により生ずる株

式の譲渡損益を計上しないこととする。（法人税法第61条の２関係） 

   （注）上記の改正は、法人が平成22年10月１日以後に生ずる上記の事由により

金銭その他の資産の交付を受けた場合等について適用する。（附則第21条

関係） 

   ④ 対価が交付されない分割が行われた場合の分割型分割と分社型分割との区

分、対価が交付されない適格合併及び適格株式交換が行われた場合の株式の

譲渡損益の計算方法等について、明確化を行う。（法人税法第２条、第61条

の２、第62条の２関係） 

   （注）上記の改正は、平成22年10月１日以後に合併、分割及び株式交換が行わ

れる場合について適用する。（附則第10条関係） 

  ⑷ 資本金の額若しくは出資金の額が５億円以上である法人又は相互会社等との

間にこれらの法人による完全支配関係がある法人については、中小企業者等の

軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とする。

（法人税法第66条、第67条、第81条の12、第143条関係） 

  ⑸ 連結納税制度 

   ① 連結欠損金の繰越し制度について、次の見直しを行う。（法人税法第81条

の９関係） 

    イ 連結欠損金額とみなす欠損金額の範囲に、連結納税の開始又は連結納税

への加入に伴う資産の時価評価制度が適用されない連結子法人の最初連結

事業年度開始の日前７年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
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等及び連結子法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格

合併の日前７年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額

等を追加する。 

    ロ 上記イの欠損金額等及び連結親法人を合併法人とする適格合併に係る被

合併法人の当該適格合併の日前７年以内に開始した各事業年度において生

じた未処理欠損金額等で連結欠損金額とみなされるものを特定連結欠損金

額とする。 

    ハ 連結所得の金額から控除する特定連結欠損金額は、特定連結欠損金個別

帰属額（特定連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額をいう。）を有す

る各連結法人の当該特定連結欠損金個別帰属額が個別所得金額に達するま

での金額の合計額（連結所得の金額を限度）とする。 

    （注）上記イ及びロの改正は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始

の日が平成22年４月１日以後である連結親法人又は連結子法人の欠損金

額等について適用し、上記ハの改正は、連結親法人の連結親法人事業年

度が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税につい

て適用する。（附則第26条関係） 

   ② 連結納税の承認申請書の提出期限について、最初の連結事業年度としよう

とする期間の開始の日の３月前の日（現行６月前の日）とする。（法人税法

第４条の３関係） 

   （注）上記の改正は、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平

成22年10月１日以後である場合の申請について適用する。（附則第12条関

係） 

   ③ 連結親法人事業年度開始の日の前後１月の期間において連結親法人との間

に完全支配関係を有することとなった場合の最初連結事業年度の特例制度に

ついて、連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に完全支配関

係を有することとなった他の内国法人のみなし事業年度の終了の日を加入日

の前日の属する月次決算期間の末日とすることができる制度に改組し、この

制度の適用を受けた当該他の内国法人の連結納税の承認の効力発生日を当該

末日の翌日とする。（法人税法第４条の３、第14条、第15条の２関係） 

   （注）上記の改正は、法人が平成22年10月１日以後に完全支配関係を有するこ

ととなる場合の事業年度について適用する。（附則第13条関係） 

 ２ 資本に関係する取引等に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。 
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  ⑴ 受取配当等の益金不算入制度及び外国子会社から受ける配当等の益金不算入

制度について、法人が受ける配当等の額（自己株式の取得に基因するみなし配

当の額に限る。）の元本である株式で自己株式としての取得が行われることが

予定されているものを取得した場合におけるその取得した株式に係る配当等の

額（その予定されていた自己株式としての取得に基因するみなし配当の額に限

る。）については、適用しない。（法人税法第23条、第23条の２関係） 

  （注）上記の改正は、法人が平成22年10月１日以後に取得する株式に係る配当等

の額について適用する。（附則第14条、第15条、第24条関係） 

  ⑵ 抱合株式については、譲渡損益を計上しない。（法人税法第61条の２関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年10月１日以後に合併が行われる場合について適用

する。（附則第10条関係） 

  ⑶ 清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置 

   ① 清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人又は

協同組合等に各事業年度の所得に対する法人税を課する。（法人税法第５条、

旧法人税法第６条、第92条～第120条関係） 

   ② 法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色

欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入する。（法人税法第59条関係） 

   ③ 連結子法人の解散（合併による解散を除く。）のうち破産手続開始の決定

による解散以外のものを、連結納税の承認の取消事由から除外する。（法人

税法第４条の５関係） 

   ④ みなし事業年度、確定申告書の提出期限等について所要の規定の整備を行

う。（法人税法第14条、第74条、第75条の２、第135条関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年10月１日以後に解散が行われる場合について適用

する。（附則第10条関係） 

  ⑷ その他 

   ① 支配関係がある法人の間で適格組織再編成等が行われた場合において、そ

の支配関係が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日

の５年前の日又は合併法人等若しくは被合併法人等の設立の日のうち最も遅

い日から継続してあるときは、繰越青色欠損金額に係る制限制度及び特定資

産の譲渡等損失額の損金不算入制度を適用しないこととする。（法人税法第

57条、第62条の７、第81条の９関係） 

   ② 内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定した
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場合において、当該他の内国法人に未処理欠損金額等があるときは、その未

処理欠損金額等に相当する金額は、その株主である内国法人の当該残余財産

の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度における繰越控除の適

用において、その未処理欠損金額等の生じた当該他の内国法人の事業年度開

始の日の属するその株主である内国法人の事業年度において生じた欠損金額

とみなす。（法人税法第57条、第58条、第81条の９関係） 

   ③ 分割型分割について、みなし事業年度を設けないこととする。（法人税法

第14条、第15条の２関係） 

   ④ 一括評価金銭債権又は短期売買商品、売買目的有価証券、空売り等に係る

契約、未決済デリバティブ取引に係る契約、繰延ヘッジ処理若しくは時価ヘ

ッジ処理の対象となる資産等若しくは外貨建資産等を適格分社型分割等によ

り移転する場合には、その移転の直前の時又は前日を事業年度終了の日とみ

なして、貸倒引当金の繰入れ又は時価評価による損益の計上を行う。（法人

税法第52条、第61条、第61条の３～第61条の７、第61条の９関係） 

   ⑤ 合併類似適格分割型分割が行われた場合の欠損金の引継ぎ等を廃止する。

（法人税法第57条、第58条、第61条の11、第61条の12、第80条、第81条の９、

第81条の31関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年10月１日以後に合併、分割若しくは現物出資が行

われる場合又は同日以後の解散による残余財産が確定する場合について適用

する。（附則第10条関係） 

 ３ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止することとする。（旧法

人税法第35条関係） 

 （注）平成22年４月１日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、

なお従前の例による。（附則第17条関係） 

 ４ 保険法の制定を踏まえ、生命保険契約及び損害保険契約の範囲について明確化

を図ることとする。（法人税法第138条関係） 

 ５ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を1,000万円（現行500万円）にそれぞれ引き上げる。（法人税法第159条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 
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秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（法人税

法第160条～第162条関係） 

  ⑶ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた

者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を

行う。（旧法人税法第163条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 ６ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

三 相続税法の一部改正（第３条関係） 

 １ 保険法の制定を踏まえ、生命保険契約及び損害保険契約の範囲について明確化

を図ることとする。（相続税法第３条関係） 

 ２ 相続税の障害者控除について、控除額の算出に用いる年数を相続人が85歳（現

行70歳）に達するまでの年数とすることとする。（相続税法第19条の４関係） 

 ３ 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、次の見直しを行うこ

ととする。（相続税法第24条、第25条関係） 

  ⑴ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額の

うちいずれか多い金額とする。 

   ① 解約返戻金相当額 

   ② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金

相当額 

   ③ 予定利率等を基に算出した金額 

  （注）上記の改正は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの間に相続若

しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利（当該期間内に締結

した契約（確定給付企業年金等を除く。）に係るものに限る。）及び平成23年

４月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権

利に係る相続税又は贈与税について適用する。（附則第32条関係） 

  ⑵ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解

約返戻金相当額とする。 

 ４ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 
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脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を1,000万円（現行500万円）にそれぞれ引き上げる。（相続税法第68条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 義務的修正申告書を提出しなかった者について申告書不提出犯（１年以下

の懲役又は50万円以下の罰金）の対象とする。（相続税法第69条関係） 

   ② 秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（相続

税法第69条、第70条関係） 

  ⑶ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた

者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を

行う。（旧相続税法第72条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 ５ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

四 地価税法の一部改正（第４条関係） 

 １ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を1,000万円（現行500万円）にそれぞれ引き上げる。（地価税法第39条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 

秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（地価税

法第40条、第41条関係） 

  ⑶ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた

者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を

行う。（旧地価税法第42条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 ２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 
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五 消費税法の一部改正（第５条関係） 

 １ 事業者免税点制度の適用の見直し 

次の期間（簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。）中に調整対象固定

資産の仕入れ等を行った場合には、当該仕入れ等の日の属する課税期間から当該

課税期間の初日から３年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間につい

ては、事業者免税点制度を適用しないこととする。（消費税法第９条、第12条の

２関係） 

  ⑴ 課税事業者を選択することにより事業者免税点制度の適用を受けないことと

した事業者の当該選択の強制適用期間 

  ⑵ 資本金1,000万円以上の新設法人の設立当初の基準期間がない事業年度 

 （注）上記の改正は、上記⑴の課税事業者を選択した事業者については平成22年４

月１日以後に課税事業者選択届出書を提出した者の同日以後開始する課税期間

から適用し、上記⑵の新設法人については同日以後設立されたものについて適

用する。（附則第35条関係） 

 ２ 簡易課税制度の適用の見直し 

上記１により事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、

簡易課税制度の適用を受けられないこととする。（消費税法第37条関係） 

 ３ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を1,000万円（現行500万円）にそれぞれ引き上げる。（消費税法第64条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 申告書不提出等の秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引

き上げる。（消費税法第65条、第66条関係） 

   ② 検査忌避等の秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金

刑の上限を50万円（現行20万円又は10万円）に引き上げる。（消費税法第65

条関係） 

  ⑶ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた

者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を
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行う。（旧消費税法第69条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 ４ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

六 酒税法の一部改正（第６条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行50万円）にそれぞれ引き上げる。（酒税法第54条、第55条

関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 申告書不提出等の秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引

き上げる。（酒税法第56条関係） 

   ② 検査忌避等の秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金

刑の上限を50万円（現行20万円、10万円又は５万円）に引き上げる。（酒税

法第58条関係） 

   ③ 科料規定を廃止する。（旧酒税法第59条、第60条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

七 たばこ税法の一部改正（第７条関係） 

 １ たばこ税の税率について、次の措置を講ずることとする。 

  ⑴ 製造たばこ（特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造た

ばこ及び専売納付金制度下において３級品とされていた紙巻たばこを除く。）

に係る税率を5,302円／千本（現行3,552円／千本）に引き上げる。（たばこ税

法第11条関係） 

  ⑵ 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係る税

率を11,424円／千本（現行7,924円／千本）に引き上げる。（たばこ税法第11条

関係） 

  ⑶ 専売納付金制度下において３級品とされていた紙巻たばこに係る税率を
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2,517円／千本（現行1,686円／千本）に引き上げる。（たばこ税法附則第２条

関係） 

（注）上記の改正は、平成22年10月１日から施行する。（附則第１条関係） 

 ２ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行50万円）にそれぞれ引き上げる。（たばこ税法第28条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万

円（現行20万円又は10万円）に引き上げる。（たばこ税法第29条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条関係） 

 ３ その他 

  ⑴ 平成22年10月１日において、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、

製造たばこを販売するため一定数量以上所持する者に対して、手持品課税を行

うこととする。（附則第39条関係） 

  ⑵ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

八 揮発油税法の一部改正（第８条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行50万円）にそれぞれ引き上げる。（揮発油税法第27条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50

万円（現行10万円又は５万円）に引き上げる。（揮発油税法第28条関係） 

   ② 科料規定を廃止する。（旧揮発油税法第28条、第29条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 
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九 地方揮発油税法の一部改正（第９条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行50万円）にそれぞれ引き上げる。（地方揮発油税法第15条

関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50

万円（現行５万円）に引き上げる。（地方揮発油税法第16条関係） 

   ② 科料規定を廃止する。（旧地方揮発油税法第15条の２関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

十 石油ガス税法の一部改正（第10条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行50万円）にそれぞれ引き上げる。（石油ガス税法第28条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50

万円（現行10万円又は５万円）に引き上げる。（石油ガス税法第29条関係） 

   ② 科料規定を廃止する。（旧石油ガス税法第29条、第30条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

十一 石油石炭税法の一部改正（第11条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 
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脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行50万円）にそれぞれ引き上げる。（石油石炭税法第24条関

係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50

万円（現行10万円又は５万円）に引き上げる。（石油石炭税法第25条関係） 

   ② 科料規定を廃止する。（旧石油石炭税法第25条、第26条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

十二 航空機燃料税法の一部改正（第12条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 脱税犯に係る懲役刑の上限を５年（現行３年）に引き上げる。（航空機燃

料税法第20条関係） 

   ② 納税者の代理人等（行為者）が、納税者の業務等に関して脱税に係る違反

行為をした場合における納税者の業務主（法人又は業務主たる個人）として

の罪の公訴時効期間を代理人等（行為者）に係る罪の公訴時効期間によるも

のとする。（航空機燃料税法第22条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50

万円（現行10万円）に引き上げる。（航空機燃料税法第21条関係） 

   ② 科料規定を廃止する。（旧航空機燃料税法第21条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

十三 電源開発促進税法の一部改正（第13条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 脱税犯に係る懲役刑の上限を５年（現行３年）に引き上げる。（電源開発
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促進税法第13条関係） 

   ② 納税者の代理人等（行為者）が、納税者の業務等に関して脱税に係る違反

行為をした場合における納税者の業務主（法人又は業務主たる個人）として

の罪の公訴時効期間を代理人等（行為者）に係る罪の公訴時効期間によるも

のとする。（電源開発促進税法第15条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50

万円（現行10万円）に引き上げる。（電源開発促進税法第14条関係） 

   ② 科料規定を廃止する。（旧電源開発促進税法第14条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

十四 印紙税法の一部改正（第14条関係） 

 １ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を３年（現行１年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行20万円）にそれぞれ引き上げる。（印紙税法第22条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 申告書不提出等の秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、

罰金刑の上限を50万円（現行10万円、５万円又は３万円）に引き上げる。

（印紙税法第23条関係） 

   ② 印紙不消印犯等に係る罰金刑の上限を30万円（現行３万円又は１万円）に

引き上げる。（印紙税法第24条関係） 

   ③ 科料規定を廃止する。（旧印紙税法第23条～第26条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 ２ 保険法の制定を踏まえ、印紙税の課税物件である保険証券の範囲について明確

化を図ることとする。（印紙税法別表第１関係） 

 ３ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十五 国税通則法の一部改正（第15条関係） 
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 １ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税の調査又は国税の徴収等に関する事務に従事している者又は従事してい

た者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定（２年以下の懲役又は 100 万円

以下の罰金）を設ける。（国税通則法第 126 条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 

秩序犯に係る罰金刑の上限を 30 万円（現行３万円）に引き上げる。（国税通

則法第 127 条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 ２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十六 国税徴収法の一部改正（第16条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 滞納処分免脱犯に係る法定刑の引上げ 

滞納処分免脱犯に係る罰金刑の上限を、納税者又はその財産を占有する第三

者については 250 万円（現行 50 万円）に、これらの者の相手方については

150 万円（現行 30 万円）にそれぞれ引き上げる。（国税徴収法第 187 条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 

秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を 50

万円（現行 10 万円）に引き上げる。（国税徴収法第 188 条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条関係） 

 

十七 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

の一部改正（第17条関係） 

 １ 題名を租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律に改めることとする。 

 ２ 租税条約等の相手国等の税務当局に対し、当該租税条約等に定めるところによ

り、租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定を創設することとする。

（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法
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律第２条、第８条の２関係） 

 （注）上記１及び２の改正は、平成22年６月１日から施行する。（附則第１条関

係） 

 ３ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 

秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第13

条関係） 

  ⑵ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた

者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を

行う。（旧租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律第13条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 ４ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

十八 租税特別措置法の一部改正（第18条関係） 

 １ 個人所得課税 

  ⑴ 信託の受託者等がその信託の受益者等に対して交付する上場株式配当等の支

払通知書の交付期限を、その配当等の支払の確定した日から45日以内（現行１

月以内）とする等の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第８条の４関

係） 

  （注）上記の改正は、支払の確定した日が平成22年４月１日以後である上場株式

配当等について適用する。（附則第49条関係） 

  ⑵ 上場特定受益証券発行信託について、次の措置を講ずることとする。（租税

特別措置法第９条の４の２、第37条の10関係） 

   ① 上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、内国法人等

が上場特定受益証券発行信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益

の分配を追加する。 

   （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の上場証券投資信託等の終了又は

一部の解約について適用する。（附則第50条関係） 
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   ② 居住者等が上場特定受益証券発行信託の終了又は一部の解約により交付を

受ける金銭の額その他の資産の価額については、その全額を、株式等譲渡所

得等の収入金額とみなして課税する。 

   （注）上記の改正は、平成22年４月１日以後の公募株式等証券投資信託等の終

了又は一部の解約について適用する。（附則第60条関係） 

  ⑶ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

を次のとおり創設することとする。（租税特別措置法第９条の８、第37条の14

関係） 

   ① 非課税措置の概要 

    イ 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者（以下「居住者等」とい

う。）が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管

理されている上場株式等（以下「非課税口座内上場株式等」という。）に

係る配当等でその非課税口座の開設の日から同日の属する年の１月１日以

後10年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの（当該金融商品取引

業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。）については、

所得税を課さない。 

    ロ 居住者等が、非課税口座の開設の日から同日の属する年の１月１日以後

10年を経過する日までの間にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式

等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲

渡による譲渡所得等については、所得税を課さないこととし、非課税口座

内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用

上、ないものとみなす。 

   ② 非課税口座 

    イ 「非課税口座」とは、居住者等（その年１月１日において満20歳以上で

ある者に限る。）が、上記①の非課税の適用を受けるため、金融商品取引

業者等の営業所の長に対し、その者の氏名、住所等を記載した非課税口座

開設届出書にその年分の非課税口座開設確認書を添付して提出することに

より平成24年から平成26年までの各年において設定された上場株式等の振

替記載等に係る口座（１人につき１年１口座に限る。）をいう。 

    ロ 非課税口座には、その設定の日からその年12月31日までの間に当該非課

税口座を設定された金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した

上場株式等（その非課税口座を設定した時からの取得対価の額の合計額が
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100万円を超えない範囲内のものに限る。）その他一定の上場株式等のみを

受け入れることができる。 

   ③ 非課税口座開設確認書の申請手続 

    イ 上記②イの非課税口座開設確認書の交付を受けようとする居住者等は、

その者の氏名、住所等を記載した申請書に基準日（原則として平成23年１

月１日）の住所を証する書類を添付して、その者が最初に非課税口座を開

設しようとする年の前年10月１日から同日以後１年を経過する日までの間

に、金融商品取引業者等の営業所の長に対して提出しなければならない。

当該申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その申請

書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法等により、速やか

に当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に送付しなけ

ればならない。 

    ロ 当該申請書の記載事項の送付を受けた所轄税務署長は、その申請書の提

出をした者につき、その送付を受けた時よりも前の申請書の提出の有無を

確認するものとし、当該申請書の提出がないことの確認をした所轄税務署

長は、申請者の氏名、生年月日、基準日の住所等を記載した非課税口座開

設確認書を当該金融商品取引業者等の営業所を通じてその申請書を提出し

た者に交付しなければならない。 

   ④ 報告書の税務署長への提出 

金融商品取引業者等は、その年においてその金融商品取引業者等の営業所

に開設された非課税口座がある場合には、その非課税口座を開設した居住

者等の氏名及び住所、その年中に非課税の適用を受けた非課税口座内上場

株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の金額その他一定の事項を記載した

報告書を作成し、これを翌年１月31日までに、非課税口座が開設されてい

た金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければ

ならない。 

   ⑤ その他所要の措置を講ずる。 

  （注）上記の改正は、平成24年１月１日以後に支払を受けるべき非課税口座内上

場株式等の配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適

用する。（附則第52条、第64条関係） 

  ⑷ 自然公園法及び自然環境保全法の改正に伴い、特定土地区画整理事業等のた

めに土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除及び特定住宅地造成事業等の
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ために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を引き続き適用するための

所要の整備を行うこととする。（租税特別措置法第34条、第34条の２、第65条

の３、第65条の４、第68条の74、第68条の75関係） 

  （注）上記の改正は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施

行の日以後に認定がされた地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用

する。（附則第59条、第87条、第118条関係） 

  ⑸ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除

の対象範囲から、空港周辺整備計画に係る事業の用に供するために土地等が買

い取られる場合を除外することとする。（旧租税特別措置法第34条の２、第65

条の４、第68条の75、附則第59条、第87条、第118条関係） 

  ⑹ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例につ

いて、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が２億円以下であることの要件を追加し

た上、その適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第36条の２

～第36条の５関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年１月１日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用

する。（附則第59条関係） 

  ⑺ 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例の対象となる特定中小会社の

範囲から、地域再生法に規定する特定地域再生事業会社を除外することとする。

（旧租税特別措置法第37条の13、附則第63条関係） 

  ⑻ 割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例の対象

範囲に、利子が支払われない公社債（割引の方法により発行されるものを除

く。）を追加することとする。（租税特別措置法第37条の16関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年４月１日以後に行う公社債の譲渡による所得につ

いて適用する。（附則第67条関係） 

  ⑼ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を２年延長することとする。 

   ① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除（租税特

別措置法第41条の５関係） 

   ② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除（租税特別措置法第41

条の５の２関係） 

  ⑽ 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例につい

て、平成22年12月31日まで適用する措置を講じた上、廃止することとする。

（旧租税特別措置法第９条の６、附則第51条関係） 
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  ⑾ 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、適

用期限（平成22年12月31日）の到来をもって廃止するとともに、同日以前に使

用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対して本特例を引き続き適用す

るための所要の経過措置を講ずることとする。（旧租税特別措置法第29条、附

則第58条関係） 

  ⑿ 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課

税の特例について、適用期限（平成21年６月30日）が到来したため、廃止する

こととする。（旧租税特別措置法第37条の９の３、第65条の15、第68条の85の

２関係） 

  ⒀ 平成 13 年９月 30 日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適

用期限（平成 22 年 12 月 31 日）の到来をもって廃止することとする。（旧租税

特別措置法第 37 条の 11 の２、附則第 62 条関係） 

  ⒁ オリンピック競技大会等における成績優秀者を表彰するものとして交付され

る金品の非課税を本則の制度とするための所要の整備を行うこととする。（旧

租税特別措置法第41条の８関係） 

  ⒂ 同居特別障害者に係る扶養控除等の特例を本則の制度とするための所要の整

備を行うこととする。（旧租税特別措置法第 41 条の 16 関係） 

  （注）上記の改正は、平成 23 年分以後の所得税について適用する。（附則第 71

条関係） 

  ⒃ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

   ① 所得税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出しな

かった者について申告書不提出犯（１年以下の懲役又は50万円以下の罰金）

の対象とする。（租税特別措置法第42条の３関係） 

   ② 秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（租税

特別措置法第42条の３関係） 

   ③ 国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事してい

た者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整

備を行う。（旧租税特別措置法第42条の３関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附

則第１条、第146条関係） 

 

 ２ 法人課税 
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  ⑴ エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額

控除制度について、対象設備のうち石油以外のエネルギー資源の利用に著しく

資する機械その他の減価償却資産を化石燃料以外のエネルギー資源の利用に著

しく資する機械その他の減価償却資産とする見直しを行うこととする。（租税

特別措置法第 10 条の２の２、第 42 条の５、第 68 条の 10 関係） 

  ⑵ 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度につい

て、次のとおり見直しを行うこととする。（租税特別措置法第 10 条の４、第

42 条の７、第 68 条の 12 関係） 

   ① 特定旅館業を営む大規模法人に係る措置を除外する。 

   ② 中小企業者が取得した情報基盤強化設備等に係る措置を加える。 

  ⑶ 地震防災対策用資産の特別償却制度について、耐震改修工事に係る措置を除

外することとする。（租税特別措置法第 11 条の２、第 44 条、第 68 条の 19 関

係） 

  ⑷ 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、障害者の雇用の促

進等に関する法律の改正に伴い、障害者雇用割合の算定の基礎となる雇用障害

者数に身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を加えることとする。

（租税特別措置法第 13 条、第 46 条の２、第 68 条の 31 関係） 

  ⑸ 優良賃貸住宅の割増償却制度について、中心市街地優良賃貸住宅に係る措置

を除外することとする。（租税特別措置法第 14 条、第 47 条、第 68 条の 34 関

係） 

  ⑹ 海外投資等損失準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その

適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第 55 条、第 68 条の 43

関係） 

   ① 資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人の株式等に係る準備金の積立割合

を 100 分の 90（現行 100 分の 100）に引き下げる。 

   ② 資源開発事業等の対象となる資源の範囲を石油及び金属鉱物に限定する。 

  ⑺ 農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例につ

いて、対象となる法人から農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交

付に関する法律第２条第２項第１号ロに掲げるものを除外することとする。

（租税特別措置法第 61 条の２、第 61 条の３関係） 

  ⑻ 特定目的会社に係る課税の特例における導管性要件について、特定社債に係

る国内募集割合要件を除外し、特定出資に係る国内募集割合要件を加えること
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とする。（租税特別措置法第 67 条の 14 関係） 

  ⑼ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を３年延長することとする。 

   ① 探鉱準備金又は海外探鉱準備金（租税特別措置法第 22 条、第 58 条、第

68 条の 61 関係） 

   ② 農林中央金庫の合併等に係る課税の特例における農林中央金庫等の合併に

係る措置（租税特別措置法第 68 条の２関係） 

  ⑽ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を２年延長することとする。 

   ① 試験研究を行った場合の特別税額控除制度における試験研究費の増加額に

係る特別税額控除又は平均売上金額の 10％を超える試験研究費に係る特別

税額控除を選択適用できる措置（租税特別措置法第 10 条、第 42 条の４、第

68 条の９関係） 

   ② 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除（租税

特別措置法第 10 条の３、第 42 条の６、第 68 条の 11 関係） 

   ③ 金属鉱業等鉱害防止準備金（租税特別措置法第 20 条、第 55 条の５、第

68 条の 44 関係） 

   ④ 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金（租税特別措置法第20条

の３、第55条の７、第68条の46関係） 

   ⑤ 交際費等の損金不算入（租税特別措置法第 61 条の４、第 68 条の 66 関

係） 

   ⑥ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例（租税特別措置法第 62 条、第

68 条の 67 関係） 

   ⑦ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用（租税特別

措置法第 66 条の 13、第 68 条の 98 関係） 

   ⑧ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（租税特別

措置法第 28 条の２、第 67 条の５、第 68 条の 102 の２関係） 

  ⑾ 公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度の適用期限を１年延長

することとする。（租税特別措置法第13条、第46条の２、第68条の31関係） 

  ⑿ 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止するこ

ととする。 

   ① 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除（旧租税

特別措置法第 10 条の６、第 42 条の 11、第 68 条の 15 関係） 

   ② 特定電気通信設備等の特別償却（旧租税特別措置法第 11 条の４、第 44 条
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の４、第 68 条の 23 関係） 

   ③ 資源再生化設備等の特別償却（旧租税特別措置法第 11 条の６、第 44 条の

６、第 68 条の 25 関係） 

   ④ 特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例（旧租税特別措置法

第 66 条の 12、第 68 条の 96 の２関係） 

  ⒀ 法人税法の改正に伴い、次のとおり所要の整備を行うこととする。（租税特

別措置法第２条、第 42 条の３の２、第 42 条の４、第 47 条～第 48 条、第 52

条の２、第 52 条の３、第 55 条、第 57 条の 10、第 61 条の３、第 61 条の４、

第 62 条の３、第 64 条～第 65 条、第 65 条の３、第 65 条の４、第 65 条の５の

２、第 65 条の７、第 65 条の８、第 65 条の 10～第 65 条の 14、第 66 条、第

66 条の２、第 66 条の 13、第 67 条の４、第 68 条の８、第 68 条の９、第 68 条

の 34～第 68 条の 36、第 68 条の 40、第 68 条の 41、第 68 条の 43、第 68 条の

59、第 68 条の 65、第 68 条の 66、第 68 条の 70～第 68 条の 72、第 68 条の 74、

第 68 条の 75、第 68 条の 76 の２、第 68 条の 78、第 68 条の 79、第 68 条の 81

～第 68 条の 85、第 68 条の 85 の３、第 68 条の 85 の４、第 68 条の 98、第 68

条の 102 関係） 

   ① 適格現物分配について、他の適格組織再編成に準じた措置を講ずる。 

   ② 資本金の額若しくは出資金の額が５億円以上の法人又は相互会社等との間

にこれらの法人による完全支配関係がある法人について、次の措置を適用し

ない。 

    イ 中小企業者等の法人税率の特例 

    ロ 中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率 

    ハ 交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る 600 万円の定額控

除 

    ニ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適

用除外 

   ③ 清算所得課税の廃止に伴い、次のとおり見直しを行う。 

    イ 交際費等の損金不算入制度について、清算中の法人を適用対象とする。 

    ロ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置に

ついて、清算中に終了する事業年度は適用しない。 

   ④ その他、適格事後設立制度の廃止等に伴う所要の整備を行う。 
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 ３ 国際課税 

  ⑴ 振替国債等の利子の課税の特例等について、次の措置を講ずることとする。

（租税特別措置法第５条の２、第41条の13、第67条の17関係） 

   ① 次のいずれかに該当する外国投資信託（証券投資信託又は公社債等運用投

資信託に該当するものに限る。）は、適格外国証券投資信託に該当するもの

とする。 

    イ その設定に係る受益権の国外における募集が公募により行われている外

国投資信託で、次の要件を満たすもの 

     (ｲ) 当該受益権の国内における募集が公募により行われること。 

     (ﾛ) 上記(ｲ)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内におけ

る支払の取扱者を通じて交付されること。 

    ロ その設定に係る受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託（上記イに

該当するものを含む。）の信託財産として取得されるものであること。 

   ② 非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債等（利子が支払われるもの

に限る。）の償還差益（償還価額と取得価額との差額をいう。以下同じ。）に

ついて所得税及び法人税を非課税とし、外国法人が支払を受ける特定短期国

債の償還差益について法人税を非課税とする。 

   ③ 特例の適用手続について、次の措置を講ずる。 

    イ 適格外国仲介業者の承認制度について、特定振替機関ごとに国税庁長官

の承認を受けるものとし、承認の取消事由について所要の規定の整備を行

う。 

    ロ 非課税適用申告書について、特定振替機関等又は適格外国仲介業者ごと

に、これらを経由して特定振替機関等の本店等の所在地の所轄税務署長に

提出するものとする。 

    ハ 非課税区分口座の創設 

     (ｲ) 非居住者又は外国法人が、特定振替機関等又は適格外国仲介業者から

設定を受けている非課税区分口座において振替記載等を受けている振替

国債等の利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適

格外国仲介業者が当該振替国債等の利子の額等一定の事項を記載した書

類を源泉徴収義務者に提出したときは、所有期間明細書の提出をしたも

のとみなす。 

     (ﾛ) 適格外国仲介業者は、非課税区分口座の設定をする際、その設定を受
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けようとする者に関する事項を国税庁長官の承認を受けた適格口座管理

機関に通知し、当該非課税区分口座において振替記載等を受けている振

替国債等の利子について、その受領者に関する事項を当該適格口座管理

機関に通知するものとする。 

     (ﾊ) 適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座において振替

記載等を受けた振替国債等について、当該適格外国仲介業者による振替

帳簿の記載事項の通知及び特定振替機関等による各人別帳簿の作成を不

要とする。 

     (ﾆ) 特定振替機関等は、上記(ｲ)の場合には、利子の受領者に関する事項

について振替国債等の利子の支払調書を提出するものとする。 

  （注）上記の改正は、原則として、平成22年６月１日以後にその計算期間が開始

する振替国債等の利子について適用する。（附則第46条、第70条、第98条関

係） 

  ⑵ 振替社債等の利子等の非課税制度を次のとおり創設することとする。（租税

特別措置法第５条の３、第41条の13、第67条の17関係） 

   ① 非居住者又は外国法人が平成25年３月31日までに発行される特定振替社債

等（利子が支払われるものに限り、その利子の額が振替社債等の発行者等に

関する一定の指標を基礎として算定されるものを除く。）につき支払を受け

る利子及び償還差益並びに外国法人が支払を受ける同日までに発行される特

定短期社債の償還差益について、所得税及び法人税を非課税とする。 

   ② 上記①の措置は、特定振替社債等の発行者の特殊関係者が支払を受ける利

子及び償還差益については適用しない。 

   ③ 非課税措置の適用手続等について、所要の措置を講ずる。 

  （注）上記の改正は、原則として、平成22年６月１日以後にその計算期間が開始

する振替社債等の利子について適用する。（附則第47条、第70条、第98条関

係） 

  ⑶ 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例について、次のとおり見直し

を行った上、その適用期限を撤廃することとする。（租税特別措置法第６条、

第41条の13、第67条の17、附則第48条関係） 

   ① 指定民間国外債制度について、２年間の経過措置を講じた上、廃止する。 

   ② 非課税措置の対象から除かれる民間国外債について、軽課税国に本店等が

所在する実体のない外国法人により発行される民間国外債に代えて、次のも
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のとする。 

    イ その利子の額が民間国外債の発行者等に関する一定の指標を基礎として

算定される当該民間国外債 

    ロ 民間国外債の発行者の特殊関係者が有する当該民間国外債 

   ③ 国内金融機関等が支払を受ける上記②イ又はロに該当する民間国外債の利

子について、源泉徴収を免除する。 

   ④ 特定民間国外債制度における特殊関係者に関する利子受領者情報等につい

て、所要の措置を講ずる。 

  （注）上記②から④までの改正は、平成22年４月１日以後に発行される民間国外

債の利子について適用する。（附則第48条、第70条、第98条関係） 

  ⑷ 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等について、次の措

置を講ずることとする。（租税特別措置法第40条の４～第40条の９、第66条の

６～第66条の８、第66条の９の２～第66条の９の４、第68条の90～第68条の92、

第68条の93の２～第68条の93の４関係） 

   ① 本特例の適用を受ける内国法人等の直接及び間接の外国関係会社株式等の

保有割合要件を10％以上（現行５％以上）に引き上げる。 

   ② 本特例の適用除外とならない株式等の保有を主たる事業とする特定外国子

会社等から、被統括会社（特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総

合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合の当

該他の外国法人をいう。）の株式等の保有を行う一定の統括会社を除外する。 

   （注）上記①及び②の改正は、特定外国子会社等の平成22年４月１日以後に開

始する事業年度の適用対象金額及び課税対象金額について適用する。（附

則第68条、第90条、第119条関係） 

   ③ 特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが、

事業基準、実体基準及び管理支配基準を満たす場合の適用対象金額の計算に

おいて、人件費の10％相当額を控除する措置を廃止する。 

   ④ 特定外国子会社等のうち適用除外基準を満たす者であっても、次に掲げる

金額（以下「部分適用対象金額」という。）を有する場合には、当該部分適

用対象金額のうち内国法人等の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接

保有の株式等に対応する金額（以下「部分課税対象金額」という。）は、内

国法人等の収益の額とみなして各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額

に算入する。ただし、特定外国子会社等の部分適用対象金額に係る収入金額
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が1,000万円以下である場合又は決算に基づく所得の金額に税額に関する調

整を加えた金額のうちに部分適用対象金額の占める割合が５％以下である場

合には、本措置は適用しない。 

    イ 株式保有割合10％未満の株式等に係る剰余金の配当等の額から直接要し

た費用の額等を控除した残額並びに当該株式等の譲渡（金融商品取引所の

開設する市場においてする譲渡等に限る。ロにおいて同じ。）による対価

の額から当該株式等の取得価額及び直接要した費用の額を控除した残額 

    ロ 債券の利子の額から直接要した費用の額等を控除した残額、債券の償還

金額がその取得価額を超える場合におけるその差益の額から直接要した費

用の額等を控除した残額並びに債券の譲渡による対価の額から当該債券の

取得価額及び直接要した費用の額を控除した残額 

    ハ 特許権等の使用料（特定外国子会社等が自ら開発した特許権等に係る使

用料等を除く。）から直接要した費用の額を控除した残額 

    ニ 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額から直接要した費用の額を控除

した残額 

   （注）上記の改正は、特定外国子会社等の平成22年４月１日以後に開始する事

業年度の部分適用対象金額及び部分課税対象金額について適用する。（附

則第68条、第90条、第119条関係） 

   ⑤ 内国法人等が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける場合には、その剰

余金の配当等の額のうち、内国法人等の剰余金の配当等の額を受ける日を含

む事業年度及び当該事業年度開始の日前２年以内に開始した各事業年度にお

ける次のいずれか少ない金額に達するまでの金額は、益金の額に算入しない。 

    イ 外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち、内国法

人等の有する当該外国法人の直接保有の株式等に対応する金額 

    ロ 他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額のうち、内国法

人等の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等に対応する金額 

   ⑥ 特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の

特例について所要の改正を行う。 

  ⑸ 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制の見直しに伴い、完全支配関

係がある法人間取引が、合併、分割又は株式交換による譲渡損益調整資産等の

移転である場合において、当該取引が特定軽課税外国法人に該当する親法人の

株式を対価とするものである等の一定の要件に該当するものであるときは、譲
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渡損益の調整制度を適用しない等の所要の措置を講ずることとする。（租税特

別措置法第 68 条の２の３、第 68 条の３、第 68 条の 109 の２関係） 

  （注）上記の改正は、平成 22 年 10 月１日以後に行われる合併、分割又は株式交

換について適用する。（附則第 99 条、第 100 条、第 123 条関係） 

  ⑹ 秩序犯に係る罰金刑の上限を30万円（現行10万円）に引き上げることとする。

（租税特別措置法第66条の４、第68条の88関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附

則第１条関係） 

 

 ４ 資産課税 

  ⑴ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直

しを行うこととする。（租税特別措置法第 69 条の４関係） 

   ① 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等（現行

200 ㎡まで 50％減額）を適用対象から除外する。 

   ② 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要

件を判定する。 

   ③ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ら

れることを明確化する。 

  ⑵ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につ

いて、次の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第 70 条の２関係） 

   ① 非課税限度額（現行 500 万円）を次のように引き上げる。 

    イ 平成 22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円 

    ロ 平成 23 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円 

   ② 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が 2,000 万円以下の者

に限定する。 

   ③ 適用期限を平成 23 年 12 月 31 日（現行平成 22 年 12 月 31 日）までとする。 

  （注）上記の改正は、平成 22 年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等

資金に係る贈与税について適用する。ただし、平成 22 年中に住宅取得等資

金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用する。

（附則第 124 条関係） 

  ⑶ 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除

の上乗せ（現行 1,000 万円）の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を２
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年延長することとする。（租税特別措置法第 70 条の３、旧租税特別措置法第

70 条の３の２関係） 

  ⑷ 非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について、同制度が適

用されない一定の法人の株式等を認定会社を通じて保有する場合における適用

要件の明確化を図るとともに、この場合における当該認定会社の株式等に係る

納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の

所要の見直しを行うこととする。（租税特別措置法第 70 条の７～第 70 条の７

の４関係） 

  ⑸ 相続税及び贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を

提出しなかった者について申告書不提出犯（１年以下の懲役又は 50 万円以下

の罰金）の対象とすることとする。（租税特別措置法第 70 条の 13 関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附

則第１条関係） 

  ⑹ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽

減措置について、その適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法

第 73 条の２関係） 

  ⑺ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する

登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権

利について必要な登記を除外した上、その適用期限を２年延長することとする。

（租税特別措置法第 75 条関係） 

  ⑻ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業

再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、

次の登記にあっては軽減税率が適用される資本金の額の上限を 3,000 億円とし

た上、その適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第 80 条関

係） 

   ① 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 

   ② 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記における

純増部分の登記 

  ⑼ 預金保険法に規定する第１号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づ

く預金保険機構による金融機関の株式の引受け等に伴い、当該金融機関が受け

る資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を

２年延長することとする。（租税特別措置法第 80 条関係） 
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  ⑽ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤

強化計画及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強

化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２

年延長することとする。（租税特別措置法第 80 条の２関係） 

  ⑾ 関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の免税措置については、

次のとおり軽減措置とし、その適用期限を平成 23 年３月 31 日までとすること

とする。（租税特別措置法第 82 条関係） 

   ① 資本金の額の増加の登記（政府出資部分に限る。） 

                     1,000 分の１ （本則 1,000 分の７） 

   ② 土地の所有権の保存登記     1,000 分の 0.5 （本則 1,000 分の４） 

   ③ 土地の所有権の移転登記       1,000 分の３  （本則 1,000 分の 20） 

   ④ 土地の賃借権等の設定登記      1,000 分の 1.5 （本則 1,000 分の 10) 

  ⑿ 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置につい

て、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に係る軽減税率を 1,000 分の３

（現行 1,000 分の 2.5）に引き上げた上、その適用期限を２年延長することと

する。（租税特別措置法第 82 条の２関係） 

  ⒀ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有

権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象とな

る不動産から倉庫及びその敷地を除外するとともに、所有権の移転登記の軽減

税率（現行 1,000 分の８）にあっては、次の見直しを行った上、その適用期限

を３年（質権又は抵当権の移転登記にあっては１年）延長することとする。

（租税特別措置法第 83 条の２関係） 

    平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 1,000 分の８ 

    平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 1,000 分の 11 

    平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで 1,000 分の 13 

  ⒁ 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止するこ

ととする。 

   ① 農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が農用地を取得した場合

の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置（旧租税特別措置

法第 76 条関係） 

   ② 漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を

取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
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（旧租税特別措置法第 78 条関係） 

   ③ 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記に対する登録免許税の

税率の軽減措置（旧租税特別措置法第 80 条の３関係） 

   ④ 独立行政法人都市再生機構から交換により土地を取得した場合の所有権の

移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置（旧租税特別措置法第 83 条

の２関係） 

   ⑤ 認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道施設を取得した場合の所有権の

移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置（旧租税特別措置法第 83

条の４関係） 

   ⑥ 独立行政法人農林漁業信用基金がその成立の時に旧法人（農林漁業信用基

金）から承継した権利又は資産に係る登記又は登録に対する登録免許税の免

税措置（旧租税特別措置法第 84 条の３関係） 

 

 ５ 消費課税 

  ⑴ 入国者が携帯又は別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措

置の適用期限を１年延長することとする。（租税特別措置法第 87 条の５関係） 

  ⑵ ビールに係る酒税の税率の特例措置について、ビールに対する酒税の税額を

本則税額に100分の85（現行100分の80）を乗じた金額とした上、その適用期限

を３年延長することとする。（租税特別措置法第87条の６関係） 

  ⑶ 入国者が携帯又は別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例

措置の適用期限を１年延長した上、その税率を平成22年10月１日以降10,500円

／千本（現行7,000円／千本）に引き上げることとする。（租税特別措置法第88

条の２関係） 

  ⑷ 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例について、当分の間の措置として、

次の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第 88 条の８関係） 

   ① 揮発油税 48,600 円/㎘ 

   ② 地方揮発油税 5,200 円/㎘ 

  ⑸ 揮発油の平均小売価格が、連続する３月における各月において１リットルに

つき 160 円を超えることとなった場合における揮発油税及び地方揮発油税の税

率の特例の適用停止等の措置を講ずるとともに、当該停止の場合の手持品に係

る税の控除等所要の措置を講ずることとする。（租税特別措置法第 89 条関係） 

  ⑹ 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置
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の適用期限を２年延長することとする。（租税特別措置法第 90 条の４、第 90

条の５関係） 

  ⑺ 輸入・国産農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限

を１年延長することとする。（租税特別措置法第 90 条の４、第 90 条の６関

係） 

  ⑻ 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例

の対象範囲に貨物便を加えることとする。（租税特別措置法第 90 条の８関係） 

  ⑼ 自動車重量税の税率の特例について、当分の間の措置として、次の措置を講

ずることとする。（租税特別措置法第 90 条の 11、第 90 条の 11 の２関係） 

   ① 電気自動車、ハイブリッド自動車等の検査自動車及び下記②の検査自動車

以外の自動車について一定の税率引下げを行う。 

   ② 一定の要件に該当する検査自動車について改正前の税率水準となる税率を

適用する。 

  ⑽ 自動車重量税の免税等の特例の対象範囲に一定の要件を満たすバス・トラッ

ク等の中量車を加えることとする。（租税特別措置法第 90 条の 12 関係） 

  ⑾ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

   ① 消費税の免税物品の不正譲受渡に係る秩序犯について、１年以下の懲役刑

を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。

（租税特別措置法第86条の２関係） 

   ② 酒類のみなし製造の規定の適用除外の特例措置の用途外譲渡犯に係る罰金

刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（租税特別措置法第87条の

８関係） 

   ③ バイオエタノール等揮発油の製造者に係る揮発油税の記帳義務違反等の秩

序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円

（現行５万円）に引き上げるほか、科料規定を廃止する。（租税特別措置法

第88条の７、第89条の２～第90条の２関係） 

   ④ 石油石炭税免税石油製品等の販売業者に係る石油石炭税の記帳義務違反等

に係る秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限

を50万円（現行５万円）に引き上げるほか、科料規定を廃止する。（租税特

別措置法第90条の４～第90条の６の２関係） 

   ⑤ 一定の揮発油等に係る石油石炭税還付措置の不正受還付犯に係る懲役刑の

上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部分）を100万円（現行50
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万円）にそれぞれ引き上げる。（租税特別措置法第90条の７関係） 

   ⑥ 石油石炭税の免税用途外譲渡等の秩序犯について、１年以下の懲役刑を設

けるとともに、罰金刑の上限を50万円（現行10万円又は５万円）に引き上げ

るほか、科料規定を廃止する。（租税特別措置法第90条の７関係） 

  （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附

則第１条、第146条関係） 

 

 ６ その他所要の税制の整備を行うこととする。 

 

十九 納税貯蓄組合法の一部改正（第 19 条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 検査忌避等に係る過料の上限を 10 万円（現行５万円）に引き上げる。（納税

貯蓄組合法第 14 条関係） 

  ⑵ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

二十 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施

設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所

得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正（第 20 条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を 50

万円（現行 10 万円）に引き上げる。（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協

力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国

軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第

11 条関係） 

  ⑵ 科料規定を廃止する。（旧日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安

全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地

位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第 11 条関

係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 - 36 -



 

 

二十一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の

臨時特例に関する法律の一部改正（第 21 条関係） 

  秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円

（現行20万円）に引き上げることとする。（日本国とアメリカ合衆国との間の相互

防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第５条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条関係） 

 

二十二 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正（第 22 条関

係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を 10 年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を 100 万円（現行 50 万円）にそれぞれ引き上げる。（輸入品に対する内国

消費税の徴収等に関する法律第 23 条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ等 

   ① 秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を

50 万円（現行５万円）に引き上げる。（輸入品に対する内国消費税の徴収等

に関する法律第 24 条関係） 

   ② 科料規定を廃止する。（旧輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法

律第 24 条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

二十三 清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正（第 23 条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 検査忌避等の秩序犯に係る罰金刑の上限を 50 万円（現行 10 万円）に引き上

げる。（清酒製造業等の安定に関する特別措置法第 18 条関係） 

  ⑵ 不受承認犯等に係る過料の上限を 10 万円（現行１万円）に引き上げる。（清

酒製造業等の安定に関する特別措置法第 19 条関係） 
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  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

二十四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関

する法律の一部改正（第 24 条関係） 

  罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 

秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円（現行20万円）に引き上げる。（内国税

の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律

第７条関係） 

  ⑵ 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し 

国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた

者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を

行う。（旧内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提

出等に関する法律第８条関係） 

  ⑶ その他所要の規定の整備を行う。 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則

第１条、第146条関係） 

 

二十五 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関

する法律の一部改正（第 25 条関係） 

 １ 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。 

  ⑴ 脱税犯に係る法定刑の引上げ 

脱税犯に係る懲役刑の上限を10年（現行５年）に、罰金刑の上限（定額部

分）を100万円（現行50万円）に引き上げる。（一般会計における債務の承継等

に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条関係） 

  ⑵ 秩序犯に係る法定刑の引上げ 

秩序犯について、１年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50

万円（現行10万円）に引き上げる。（一般会計における債務の承継等に伴い必

要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条関係） 

 （注）上記の改正は、平成22年６月１日以後の違反行為について適用する。（附則
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第１条関係） 

 ２ その他所要の規定の整備を行うこととする。 

 

二十六 その他（附則関係） 

 １ 施行期日 

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成 22 年４月１日から施行する

こととする。（附則第１条関係） 

 ２ 地球温暖化対策のための税についての検討 

政府は、地球温暖化対策のための税について、今回、当分の間規定する税率の

見直しも含め、平成 23 年度の実施に向けた成案を得るべく、更に検討を進める

ものとする。（附則第 148 条関係） 

 ３ 車体課税についての検討 

政府は、車体課税について、エコカー減税の適用期限が到来するまでに、地球

温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、今回、当分の間

規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化及び負担の軽減等を行う方向

で抜本的な見直しを検討するものとする。（附則第 149 条関係） 


